
一

子
ど
も
・
子
育
て
会
議
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

二

同
法
附
則
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
育
緊
急
確
保
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

平成™�年š月š˜日 月曜日 (号外特第�号)官 報

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
附
則
第
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
保
育
緊
急
確
保
事
業
に
要
す
る
費
用
の
補
助
に
関

す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
百
五
十
八
号

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
附
則
第
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
保
育
緊
急
確
保
事
業
に
要
す
る
費
用
の
補
助

に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）附
則
第
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
附
則
第
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
国
の
補
助
は
、
同
法
の
施
行
の
日
の
前
日
の
属
す
る

年
度
ま
で
の
各
年
度
（
同
日
の
属
す
る
年
度
（
同
日
が
三
月
三
十
一
日
で
あ
る
場
合
の
当
該
年
度
を
除
く
。）に
あ
っ
て

は
、
四
月
一
日
か
ら
同
法
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
と
す
る
。
以
下
同
じ
。）に
お
い
て
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定

市
町
村
又
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
市
町
村
が
行
う
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
育
緊
急
確
保
事
業
に
要

す
る
費
用
の
額
か
ら
、
そ
の
年
度
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
費
用
の
た
め
の
寄
附
金
そ
の
他
の
収
入
の
額
を
控
除
し
た
額
に

つ
き
、
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
四

月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
内
閣
府
本
府
組
織
令
の
一
部
改
正
）

２

内
閣
府
本
府
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
条
の
表
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
の
施
行
の
日
の
前
日
の
項
の

下
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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